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［2面］国民健康保険料納入通知書を6／17(月)発送、介護保険料額決定 通知書を6／12(水)発送 ［3面］児童

手当・児童育成手当現況届は6／28(金)まで ［7面］下町4区合同職員採用説明会(Ⅲ類・経験者)

今号の
主な内容

両
陛
下
は
︑
児
童
が
作
っ
た
俳
句

を
一
つ
一
つ
ご
覧
に
な
り
︑
﹁
こ
れ

か
ら
も
よ
い
俳
句
を
作
っ
て
く
だ
さ

い
ね
﹂
と
温
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉

を
か
け
ら
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
ビ
オ

ト
ー
プ
で
は
︑
児
童
が
つ
か
ま
え
た

ヒ
キ
ガ
エ
ル
を
観
察
さ
れ
た
り
︑
プ

そ
の
後
︑
本
区
の
教
育
の
特
色
で
あ

り
越
中
島
小
学
校
が
学
校
を
あ
げ
て

取
り
組
ん
で
い
る
俳
句
の
授
業
と
︑

学
校
の
ビ
オ
ト
ー
プ
を
活
用
し
た
授

業
を
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
︒

�

月

日
午
後
︑
両
陛
下
は
越
中

23

島
小
学
校
に
到
着
さ
れ
︑
校
長
か
ら

本
区
の
﹁
こ
う
と
う
学
び
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
﹂
の
取
り
組
み
や
︑
学
校
の
教

育
概
要
な
ど
を
ご
聴
取
さ
れ
ま
し
た
︒

レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
ア
カ
ツ

メ
ク
サ
の
花
束
に
喜
ば
れ

た
り
す
る
な
ど
︑
児
童
ら

と
笑
顔
で
交
流
さ
れ
ま
し

た
︒両

陛
下
に
声
を
か
け
て

い
た
だ
い
た
�

年
生
の
児

童
は
︑
﹁
こ
れ
か
ら
も
季

節
感
あ
ふ
れ
る
俳
句
を
つ

く

っ

て

い

き

た

い

で

す
！
﹂
と
︑
創
作
意
欲
を

さ
ら
に
高
め
て
い
ま
し
た
︒

▲皇后陛下から児童に「どんな俳句をつく
ったのですか」

天
皇
皇
后
両
陛
下
が
越
中
島
小
学
校
へ
行
幸
啓
さ
れ
ま
し
た
︒
両

陛
下
は
︑
同
校
で
行
っ
て
い
る
俳
句
の
授
業
や
︑
校
内
の
ビ
オ
ト
ー

プ
︵
生
物
が
生
息
で
き
る
よ
う
整
備
し
た
空
間
︶
で
行
わ
れ
た
授
業

を
ご
覧
に
な
り
︑
児
童
ら
と
の
交
流
を
お
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
︒

▲児童からアカツメクサの花束をお受けになる天皇皇后両陛下▲児童からアカツメクサの花束をお受けになる天皇皇后両陛下

▲児童に活動▲児童に活動
の様子をおの様子をお
尋ねに尋ねに

▲6年生の俳句の授業をご覧になる天皇皇后両陛下▲6年生の俳句の授業をご覧になる天皇皇后両陛下

◀
天
皇
陛
下
か
ら
児
童
に
﹁
俳
句
を
作
る

◀
天
皇
陛
下
か
ら
児
童
に
﹁
俳
句
を
作
る

の
は
楽
し
い
で
す
か
﹂

の
は
楽
し
い
で
す
か
﹂

◀
ご
到
着
に
な
ら
れ
た
天
皇
皇
后

両
陛
下

▲ビオトープの説明をお受けになる両陛下▲ビオトープの説明をお受けになる両陛下
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枝川2・3、木場1・6、塩
浜1・2、潮見1・2、辰巳
1〜3、越中島3

辰巳・潮
見・枝川
地区

新砂1〜3新砂地区

地区割当(丁目)
地区内
残留地区

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
に
︑
保
険
料
の
年
額
を
お
知
ら

せ
す
る
納
入
通
知
書
な
ど
を
�
月
17

日
︵
月
︶
に
世
帯
主
あ
て
に
発
送
し

ま
す
︒

な
お
︑
保
険
料
決
定
前
に
国
保
の

資
格
が
な
く
な
っ
た
方
で
も
︑
�
月

日
︑
ま
た
は
�
月

日
ま
で
国
保

30

31

に
加
入
し
て
い
た
場
合
は
︑
当
該
月

分
の
保
険
料
を
通
知
し
ま
す
︒

保
険
料
の
納
付
方
法
と
送
付
書
類

﹇
普
通
徴
収
︵
納
付
書
・
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
の
方
︶﹈

年
間
保
険
料
を
�
月
か
ら
翌
年
�

月
ま
で
の
年

回
で
納
付
し
て
い
た

10

だ
き
ま
す
︵
�
・
�
月
分
に
あ
た
る

保
険
料
は
�
月
以
降
の
保
険
料
の
中

に
均
等
に
割
り
振
ら
れ
ま
す
︶
︒

納
付
書
に
よ
る
納
付
の
方
は
︑
�

月
か
ら
来
年
�
月
ま
で
の
各
納
期
分

の
納
付
書
を

枚
同
封
し
て
い
ま
す
︒

10

毎
月
月
末
の
納
期
限
ま
で
に
︑
納
付

書
で
保
険
料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
各
月
末
が
納
期
限
で
す
が
︑

月
末
が
土
・
日
曜
︑
祝
日
の
場
合
は
︑

翌
月
の
第
一
営
業
日
︵
平
日
︶
と
な

り
ま
す
︒

月
の
場
合
は
�
月
�
日

12

議

長

星
野

博
︵
自
民
︶

歳
65

平
成
�
年
か
ら
︑
区
議
当
選
�
回
︒

清
掃
港
湾
・
臨
海
部
対
策
特
別
委
員

長
︑
議
会
運
営
委
員
長
︑
議
員
選
出
監

査
委
員
等
を
歴
任
︒
議
長
は
�
回
目
︒

副
議
長

佐
竹
と
し
こ
︵
公
明
︶

歳
59

平
成

年
か
ら
︑
区
議
当
選
�
回
︒

15

文
教
委
員
長
︑
防
災
・
ま
ち
づ
く
り

対
策
特
別
委
員
長
︑
議
員
選
出
監
査

委
員
等
を
歴
任
︒

▲星野 博議長

▲佐竹としこ副議長

と
な
り
ま
す
︒

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
︑
納

入
通
知
書
の
み
を
お
送
り
し
ま
す
︒

ま
た
︑
口
座
か
ら
の
引
き
落
し
日
は
︑

納
期
限
と
同
様
で
す
︒

﹇
特
別
徴
収
︵
年
金
か
ら
の
お
支
払

の
方
︶﹈

口
座
振
替
を
希
望
し
な
い

歳
以

65

上

歳
以
下
の
方
で
構
成
さ
れ
る
世

74
帯
の
保
険
料
は
︑
�
月
か
ら
翌
年
�

月
ま
で
の
年
金
支
給
月
︵
偶
数
月
︶

に
︑
世
帯
主
が
受
給
す
る
年
金
か
ら

�
か
月
分
の
保
険
料
が
差
し
引
か
れ

ま
す
︒
差
し
引
か
れ
る
額
は
︑
納
入

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒

保
険
料
の
算
定
方
法
や
納
入
通
知

書
の
見
方
な
ど
︑
詳
細
は
同
封
の

﹁
国
保
だ
よ
り
︵
�
月
︶
﹂
を
ご
覧
く

だ
さ
い
︒

住
民
税
が
確
認
で
き
な
い
方
の
保

険
料
は
均
等
割
額
の
み
で
通
知

平
成

年
�
月
�
日
以
降
に
転
入

25

し
た
方
や
税
の
申
告
が
遅
れ
た
方
は
︑

均
等
割
額
の
み
で
計
算
し
た
保
険
料

で
通
知
し
ま
す
︒
﹁
賦
課
の
も
と
と

な
る
所
得
金
額
﹂
が
確
認
で
き
た
時

点
で
︑
正
し
い
保
険
料
に
変
更
し
た

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
︒

▢問
医
療
保
険
課
収
納
管
理
係

☎
(
�
�
�
�
)

�
�
�

﹇
保
険
料
納
付
に
関
す
る
問
合
先
﹈
医

療
保
険
課
保
険
料
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

去
る
�
月

日
に
第
�
回
区
議
会
臨
時
会
が
開
か
れ
︑
正
副
議
長
選
挙
︑

24

常
任
・
議
会
運
営
・
特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
︑
監
査
委
員
︵
議
員
選
出
︶

の
選
任
同
意
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
︒

委
員
構
成
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
�
月
下
旬
発
行
予
定
の
区
議
会

だ
よ
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
議
員
提
出
に
よ
る
﹁
江
東
区
議
会
議

員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
﹂
を
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
︒

※
敬
称
略
︑
委
員
長
は
◎

副
委
員
長
は
○

常
任
委
員
会

◇
企
画
総
務
委
員
会
(
�
人
)

◎
中

沢

正

夫
(
自
民
)

○
磯

野

繁

夫
(
公
明
)

◇
区
民
環
境
委
員
会
(
�
人
)

◎
高

橋

め
ぐ
み
(
自
民
)

○
お
お
や
ね

匠
(
み
ん
な
)

◇
厚
生
委
員
会
(
�
人
)

◎
甚

野

ゆ
ず
る
(
民
主
)

○
そ
え
や

良

夫
(
共
産
)

◇
建
設
委
員
会
(
�
人
)

◎
正

保

幹

雄
(
共
産
)

○
河

野

清

史
(
公
明
)

◇
文
教
委
員
会
(
�
人
)

◎
細

田

勇
(
公
明
)

○
若

林

し
げ
る
(
自
民
)

議
会
運
営
委
員
会
(

人
)

11

◎
堀

川

幸

志
(
自
民
)

○
高

村

直

樹
(
公
明
)

特
別
委
員
会

◇
清
掃
港
湾
・
臨
海
部
対
策

特
別
委
員
会
(

人
)

11

◎
榎

本

雄

一
(
自
民
)

○
秋

田

茂

夫
(
公
明
)

◇
防
災
対
策
特
別
委
員
会
(

人
)

10

◎
石

川

邦

夫
(
公
明
)

○
庄

野

剛

志
(
自
民
)

◇
ま
ち
づ
く
り
・
南
北
交
通
対
策

特
別
委
員
会
(

人
)

10

◎
伊

藤

嘉

浩
(
み
ん
な
)

○
福

馬

恵
美
子
(
民
主
)

◇
医
療
・
介
護
保
険
制
度

特
別
委
員
会
(

人
)

10

◎
米

沢

和

裕
(
自
民
)

○
赤
羽
目

民

雄
(
共
産
)

議
員
選
出
監
査
委
員

小

嶋

和

芳
(
公
明
)

山

本

香
代
子
(
自
民
)

▢問
区
議
会
事
務
局
調
査
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�


平
成

年
度
の
年
間
保
険
料
額
が
︑

25

�
月
に
確
定
し
た
住
民
税
の
合
計
所

得
金
額
に
基
づ
き
決
定
し
ま
し
た
︒

�
月

日
︵
水
︶
に
介
護
保
険
料

12

額
決
定
通
知
書
を

歳
以
上
の
方
全

65

員
に
送
付
し
ま
す
︒
詳
細
は
同
封
さ

れ
る
介
護
保
険
だ
よ
り
を
ご
覧
く
だ

さ
い
︒

保
険
料
の
納
付
方
法

特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
二
つ
の

方
法
が
あ
り
ま
す
︒

①
特
別
徴
収

老
齢
・
退
職
年
金
︑
障
害
年
金
お

よ
び
遺
族
年
金
を
年
額

万
円
以
上

18

受
給
し
て
い
る
方
は
︑
保
険
料
を
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
で
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
︒
た
だ
し
︑

歳
に
な
ら

65

れ
た
ば
か
り
の
方
︑
他
の
区
市
町
村

か
ら
江
東
区
へ
転
入
さ
れ
た
方
等
は
︑

し
ば
ら
く
の
間
︑
普
通
徴
収
で
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
︒

※
特
別
徴
収
対
象
者
は
︑
ご
本
人
の

希
望
に
よ
る
納
付
方
法
の
変
更
は
で

き
ま
せ
ん
︒

②
普
通
徴
収

特
別
徴
収
対
象
者
以
外
の
方
は
︑

納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
と

な
り
ま
す
︒
前
期
分
と
し
て
�
月
～

月
分
の
納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す

10の
で
︑
各
月
の
末
日
︵
末
日
が
金
融

機
関
等
の
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業

日
︶
ま
で
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
︒

未
納
の
保
険
料
が
あ
る
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

介
護
保
険
は
︑
介
護
を
社
会
全
体

で
支
え
る
制
度
で
す
︒
保
険
料
を
納

め
な
い
で
い
る
と
︑
滞
納
期
間
に
応

じ
て
︑
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
利

用
者
負
担
が
�
割
か
ら
�
割
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
り
︑
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
が
支
給
さ
れ
な
く
な
る
な
ど
の

措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒

納
付
が
困
難
な
場
合
は
分
割
納
付

等
の
納
付
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
徴
収
嘱
託
員
が
保
険
料
未

納
世
帯
を
直
接
訪
問
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
︒
徴
収
嘱
託
員
は
江
東
区
の

発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
必
ず
携
帯

し
て
い
ま
す
︒
病
気
療
養
中
等
で
外

出
が
困
難
な
方
に
は
︑
ご
自
宅
ま
で

徴
収
に
伺
い
ま
す
の
で
︑
介
護
保
険

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
︒

▢問
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

区
で
は
環
境
月
間
の
�
月
に
︑
区

立
全
小
学
校
�
・
�
年
生
が
環
境
に

配
慮
し
た
行
動
を
各
家
庭
で
取
り
組

ん
で
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
記
録
し
︑

環
境
意
識
の
定
着
を
図
る
﹁
カ
ー
ボ

ン
マ
イ
ナ
ス
こ
ど
も
ア
ク
シ
ョ
ン
﹂

を
実
施
し
て
い
ま
す
︒
児
童
の
参
加

率
や
�
人
当
た
り
の
Ｃ
Ｏ

�

削
減
量

を
も
と
に
︑
取
り
組
み
結
果
の
優
秀

な
小
学
校
に
は
︑
今
年
度
も
表
彰
式

・
講
演
会
を
実
施
す
る
予
定
で
す
︒

昨
年
は
�
か
月
で
約
�
�

ト
ン
の

Ｃ
Ｏ

�

を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
︒
こ
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
は
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
の
で
︑
あ
な
た
も
今
月
Ｃ

Ｏ
�

を
削
減
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

▢問
温
暖
化
対
策
課
環
境
調
整
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

所
に
避
難
す
る
必

東
京
都
に
よ
り
避
難
場
所
等
の
一

部
が
見
直
さ
れ
︑
�
月
�
日
︵
土
︶

か
ら
新
砂
�
丁
目
︑
塩
浜
�
丁
目
︑

越
中
島
�
丁
目
が
﹁
地
区
内
残
留
地

区
﹂
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
機

会
に
︑
該
当
地
域
の
方
も
含
め
皆
さ

ん
で
災
害
時
の
避
難
の
し
か
た
等
に

つ
い
て
改
め
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

﹇
地
区
内
残
留
地
区
﹈
市
街
地
大
火
が

発
生
し
な
い
地
域
︒
火
災
が
発
生
し

て
も
近
距
離
︵
一
区
画
程
度
︶
に
退

避
す
れ
ば
安
全
確
保
で
き
︑
避
難
場

要
が
な
い
と
東
京

都
が
指
定
し
た
地

区
︒▢問

防
災
課
防
災

計
画
係

☎
︵
�
�
�
�
︶

�
�

�
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▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

6／16(日)9：00〜16：00、区役所本庁舎で窓口業務を行います。取り扱い業務の詳細については、各担当窓口にご確認ください

児童手当所得限度額表

本人限度額
扶養親族
等の数

※所得限度額以上の場合は支
給月額は児童1人5,000円と
なります。

812万円5人

1人

698万円2人

736万円3人

774万円4人

622万円0人

660万円

児童育成手当所得限度額表

本人限度額
扶養親族
等の数

※所得限度額以上の場合は受
給資格が消滅となります。

550万4千円5人

1人

436万4千円2人

474万4千円3人

512万4千円4人

360万4千円0人

398万4千円

�
月
�
日
に
児
童
手
当
・
児
童
育

成
手
当
を
受
け
て
い
る
方
に
現
況
届

の
用
紙
を
お
送
り
し
ま
し
た
︒
提
出

が
な
い
場
合
︑
手
当
の
受
給
資
格
が

あ
っ
て
も
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
︑
期
限
ま
で
に
必
ず
ご

提
出
く
だ
さ
い
︒

審
査
の
結
果
︑
引
き
続
き
受
給
資

格
が
継
続
と
な
る
方
に
は

月
以
降

10

に
支
払
通
知
書
を
︑
受
給
資
格
が
消

滅
と
な
る
方
に
は
�
月
以
降
に
支
給

事
由
消
滅
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
︒

﹇
提
出
期
限
﹈
�
月

日
︵
金
︶
必
着

28

﹇
提
出
書
類
﹈児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
︑
児
童
育
成
手
当
現
況
届

︵
記
入
漏
れ
・
必
要
書
類
の
添
付
漏

れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
︶

﹇
提
出
方
法
﹈現
況
届
の
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所

135

8383

子
育
て
支
援
課
給
付
係
へ
郵
送
ま
た

は
窓
口
で

☎
(
�
�

�
)

�
�


自
立
が
困
難
な
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
母
の
支
援
と
し
て
︑
就
労
支
援
に

関
す
る
給
付
金
支
給
を
は
じ
め
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

給
付
金
の
支
給

経
済
的
自
立
を
目
指
し
修
業
す
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
を
支
援
す
る

た
め
︑
﹁
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
﹂

と
﹁
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
﹂

の
�
種
類
の
給
付
金
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
︒
給
付
金
を
受
け
る
た
め
に

は
︑
福
祉
事
務
所
に
事
前
に
相
談
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
︒

▢人

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養

20

す
る
父
親
︑
母
親
で
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
お
よ
び
同
様
の
所
得
水
準
の

方○
高
等
技
能
訓
練
促
進
費

安
定
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
︑

就
職
に
有
利
で
収
入
増
に
役
立
つ
資

格
取
得
を
目
指
す
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
母
に
対
し
︑
養
成
機
関
で
の
修
業

期
間
中
の
生
活
費
の
負
担
を
軽
減
す

る
目
的
で
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
︒

※
父
親
は
平
成

年
度
入
学
生
の
み

25

が
対
象
と
な
り
ま
す
︒

▢人
看
護
師
︑
介
護
福
祉
士
︑
保
育

士
︑
理
学
療
法
士
︑
理
・
美
容
師
等

の
資
格
取
得
の
た
め
︑
�
年
以
上
養

成
機
関
で
修
業
し
︑
資
格
取
得
が
見

込
ま
れ
る
方
︒
﹇
支
給
対
象
期
間
﹈申

請
の
あ
っ
た
月
か
ら
修
業
期
間
の
全

期
間
の
う
ち
最
大
�
年
間
を
上
限
︒

﹇
支
給
額
﹈住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

は
月
額
�
�
�
︑
�
�
�
円
︑
そ
れ

以
外
の
方
は
月
額
�
�
︑
�
�
�
円

﹇
修
了
一
時
金
﹈高
等
技
能
訓
練
促
進

費
の
一
時
金
と
し
て
︑
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
�
�
︑
�
�
�
円
︑

そ
れ
以
外
の
方
は
�
�
︑
�
�
�
円

を
支
給
︵
養
成
訓
練
の
修
了
日
か
ら

日
以
内
に
要
申
請
︶

30○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

就
労
に
役
立
て
る
た
め
必
要
な
教

育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
際
︑
負
担

し
た
受
講
料
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
︒

﹇
給
付
金
﹈支
払
っ
た
費
用
の

％
に

20

相
当
す
る
額
︵
上
限

万
円
︶
※

︑

10

�
�
�
円
以
下
は
対
象
外

﹇
対
象
と
な
る
講
座
・
資
格
﹈雇
用
保

険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
指
定
教
育

訓
練
講
座
等
︒
具
体
的
な
講
座
・
資

格
に
つ
い
て
は
︑
教
育
訓
練
給
付
制

度
検
索
シ
ス
テ
ム
︵

▢
h
ttp
:/
/

HP

w
w
w
.k
y
u
fu
.ja
v
a
d
a
.o
r.jp
/

k
e
n
sa
k
u
/
T
_
M
_
k
e
n
sa
k
u
︶
を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
に

生
活
全
般
の
相
談
・
支
援

母
子
自
立
支
援
員
が
︑
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
親
が
抱
え
る
︑
経
済
的
な

悩
み
︑
こ
ど
も
の
就
学
問
題
な
ど
︑

生
活
の
相
談
に
応
じ
支
援
し
ま
す
︒

そ
の
他
︑

歳
未
満
の
こ
ど
も
の
養

18

育
が
十
分
に
行
え
な
い
母
子
世
帯
を

対
象
に
自
立
支
援
を
行
う
母
子
生
活

支
援
施
設
へ
の
入
所
相
談
︵
要
審

査
︶
や
︑
Ｄ
Ｖ
︵
配
偶
者
暴
力
︶
か

ら
の
避
難
等
︑
緊
急
に
保
護
を
必
要

と
す
る
母
子
ま
た
は
女
性
が
利
用
す

る
緊
急
一
時
保
護
施
設
の
入
所
相
談

も
行
っ
て
い
ま
す
︒
一
人
で
悩
ま
ず

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

母
子
福
祉
資
金
の
貸
付

母
子
家
庭
の
母
親
等
を
対
象
に
︑

経
済
的
に
自
立
し
て
安
定
し
た
生
活

を
送
る
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
を

お
貸
し
し
ま
す
︵
要
審
査
︶
︒

﹇
資
金
の
種
類
﹈修
学
資
金
︑
転
宅
資

金
︑
生
活
資
金
な
ど

種
類
の
資
金

12

が
あ
り
︑
貸
付
限
度
額
・
据
置
期
間

・
償
還
期
限
が
資
金
に
よ
り
異
な
り

ま
す
︒
詳
細
は
母
子
自
立
支
援
員
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
都
内
に
�
か
月
以
上
お
住
ま
い

の
母
子
家
庭
の
母
親
等
で
︑

歳
未

20

満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る
方

▢問
﹇
深
川
地
区
の
方
﹈保
護
第
一
課

母
子
自
立
支
援
員

☎
(
�
�

�
)
�
�
�
�

﹇
城
東
地
区
の
方
﹈保
護
第
二
課
母
子

自
立
支
援
員☎

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

企
業
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
︑

企
業
活
力
を
増
進
す
る
た
め
︑
中
小

製
造
業
事
業
者
を
対
象
と
し
た
商
談

会
を
開
催
し
ま
す
︒
品
川
区
を
会
場

に
︑
江
東
区
・
港
区
・
目
黒
区
の


区
合
同
で
行
う
商
談
会
は

区
で
は

23

じ
め
て
の
試
み
で
す
︒

事
前
に
受
注
・
発
注
の
両
企
業
に
︑

そ
れ
ぞ
れ
得
意
分
野
や
希
望
品
目
な

ど
の
希
望
を
お
聞
き
し
︑
マ
ッ
チ
ン

グ
し
た
業
者
と
商
談
し
て
い
た
だ
き

ま
す
︒
過
去
�
回
の
商
談
会
の
場
で
︑

総
計
�
︑
�
�
�
万
円
を
超
え
る
取

引
が
成
立
し
て
い
ま
す
︒
参
加
に
つ

い
て
ご
興
味
を
お
持
ち
の
方
は
︑
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢時
�
月

日
︵
火
︶
午
後
�
時
半

27

～
�
時

▢場
品
川
区
立
総
合
区
民
会

館
き
ゅ
り
あ
ん
�
階
︵
品
川
区
東
大

井
�
︱

︱

�
︶
▢人
江
東
・
品
川
・

18

港
・
目
黒
区
内
の
中
小
製
造
業
事
業

者

▢費
無
料

▢締
�
月

日
︵
金
︶

21

▢申
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
専
用

フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
記
入
し
︑

メ
ー
ル
で
経
済
課
産
業
振
興
係
へ

☎
(
�
�

�
)
�
�
�
�

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
利
用
で

き
な
い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

▢ｅ
0
6
0
2
0
2
0
@
c
ity
.k
o
to
.lg
.jp

区
で
は
︑
地
域
産
業
の
振
興
と
発

展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
︑

江
東
区
の
中
小
企
業
団
体
の
登
録
を

行
い
︑
事
業
支
援
情
報
の
提
供
や
産

業
会
館
お
よ
び
商
工
情
報
セ
ン
タ
ー

利
用
の
優
遇
措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

現
在
︑
登
録
済
み
団
体
の
更
新
書

類
の
受
付
中
で
す
︒

変
更
事
項
の
な
い
場
合
も
更
新
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
︑
改

め
て
書
類
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
︒

新
規
に
登
録
を
希
望
さ
れ
る
団
体

は
︑
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢締
�
月

日
︵
金
︶

28

▢問
経
済
課
産
業
振
興
係

☎
(
�
�

�
)
�
�
�
�

介
護
支
援
専
門
員
︵
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
︶
実
務
研
修
受
講
試
験
の
受
験

要
項
︵
願
書
︶
を
配
布
し
ま
す
︒
受

験
要
項
は
︑
高
齢
者
支
援
課
︵
区
役

所
�
階
3
番
︶
等
で
配
布
し
て
い
ま

す
︒

﹇
試
験
日
﹈

月

日
︵
日
︶

10

13

﹇
受
験
資
格
﹈①
～
③
の
保
健
・
医
療

・
福
祉
分
野
で
合
計
�
年
以
上
か
つ

3
�
�
日
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る

方①
国
家
資
格
等
に
基
づ
く
業
務
従
事

者
︵
医
師
︑
保
健
師
︑
看
護
師
︑

社
会
福
祉
士
︑
介
護
福
祉
士
等
︶

②
施
設
等
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
て

い
る
相
談
援
助
業
務
の
従
事
者
等

③
介
護
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

で
︑
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格
取

得
者
・
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了

者
等

※
介
護
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

で
︑
資
格
の
な
い
場
合
は
︑

年
以

10

上
か
つ
�
︑
�
�
�
日
以
上
の
実
務

経
験
が
あ
る
方

※
詳
細
は
受
験
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ

い
︒

﹇
受
験
要
項
配
布
場
所
﹈高
齢
者
支
援

課
︵
区
役
所
�
階
3
番
︶
︑
介
護
保

険
課
︵
区
役
所
�
階

番
︶
︑
長
寿

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
︑
保
健
所
︑

各
保
健
相
談
所
︑
各
出
張
所
︑
都
庁

�
・
�
階
受
付
︵
新
宿
区
西
新
宿
�

︱

�
︱

�
︶
︑
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ

～

階

12

14

※
受
験
要
項
︵
願
書
︶
を
郵
送
希
望

の
方
は
︑
平
成

年
度
受
験
要
項
希

25

望
と
記
載
の
う
え
︑
返
信
用
に
角
�

号
封
筒
︵
�
3
�
円
切
手
を
貼
り
︑

返
送
先
を
明
記
︶
を
同
封
し
︑
〒
162

︱

新
宿
区
神
楽
河
岸
�
︱

�
セ
ン

0823
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ

階
︵
公
財
︶
東
京

14

都
福
祉
保
健
財
団
人
材
養
成
部
介
護

人
材
養
成
室
ケ
ア
マ
ネ
試
験
担
当
へ

﹇
申
込
期
限
﹈
�
月
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